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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠
特
別
支
援
教
育
を
推
進
す
る
教
育
諸
条
件
の
整
備 

① 
児童・生徒の通学環
境の改善（スクールバ
スの充実） 

肢体不自由特別支
援学校のスクール
バスの小型化・コー
ス設定の工夫など
による乗車時間の
短縮 

肢体不自由特別支
援学校のスクール
バスの小型化・コー
ス設定の工夫など
による乗車時間の
短縮 

  

② 医療的ケア児への支援の充実 

 

ア 医療的ケアの
実施体制の整備 

・非常勤看護師の
配置 
・医療的ケア運営
協議会における課
題検討 

・非常勤看護師の
配置 
・医療的ケア運営
協議会における課
題検討 

  

イ 人工呼吸器の
管理 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

  

ウ 胃ろうからの
給食の注入 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

都立肢体不自由特
別支援学校全校で
実施 

  

エ 医療的ケア児
専用通学車両の
運行 

・乗車看護師の確保 
・運行台数の増加 

・都立特別支援学
校の知的障害教育
部門等でモデル事
業を実施 

・都立特別支援学
校の知的障害教育
部門等で運行拡大
を検討 

 

オ 医療の専門的
知見の活用 

「スクールカンファ
レンスチーム」設置
に向けた検討 

「スクールカンファ
レンスチーム」を設
置し、学校等に助
言 

  

カ 入学後の保護
者付添いの短縮化 

６校でモデル事業
を実施 

・体制の効率化を
図り、都立特別支
援学校全校でモデ
ル事業を実施 

・モデル事業の成
果検証を踏まえた
付添い期間短縮の
取組を検討 

 

キ 関係機関等と
の連携 

情報共有、役割分
担の明確化のため
の場の設置等、連
携の一層の推進 

情報共有、役割分
担の明確化のため
の場の設置等、連
携の一層の推進 

  

③ 
副籍制度の充実によ
る交流活動の推進 

保護者への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・調査を実施し、結
果の分析に基づく
対応策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の試行 

・調査結果に基づ
き、ガイドブック等
を見直し・改訂  

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 

④ 
寄宿舎の適正な規模
と配置及び施設の有
効活用 

・寄宿舎の適切な
運営による通学困
難な児童・生徒の
通学の保障 
・長期休業期間中
の寄宿舎を活用し
た生徒の集団適応
力の向上や学校を
超えた交流活動の
充実 

・寄宿舎の適切な
運営による通学困
難な児童・生徒の
通学の保障 
・長期休業期間中
の寄宿舎を活用し
た生徒の集団適応
力の向上や学校を
超えた交流活動の
充実 

  

Ⴉ૱ब 

第２章（施策の方向性ᶘ）
খ学校ɺத学校ٴͼ立ߴ校等にお͚る
特別⽀援教育のॆ࣮

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 ΧϥϑϧͳۜՏ ൺՅ　康 都立ޱ特別支援学校中学部 2 年
上段中央 ޫ SHIHO 都立੨ௗ特別支援学校高等部 2 年
上段右 άϥεͱ͔͛ ᬑ　༏ر 都立ೆେ学園高等部 2 年
下段左 ΞϑϦΧ

ʙຊͰみͨΞϑϦΧΛͭ͘りまͨ͠ʙ
Ԭ　༏太 都立େ௩ろ͏学校小学部 � 年

下段中央 のಈࢲ ೇ　࢜ 都立ࢤଜ学園高等部 3 年
下段右 わͨ͠ 小　ཬॹ 都立ޫ໌学園高等部 1 年

１　খ学校ɺத学校にお͚る特別⽀援教育のॆ࣮
２　立ߴ校等にお͚る特別⽀援教育のॆ࣮
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Ĩ ൚学bཨ学ƠſƆる特別支援ੱࡱのഊಲ 

 

 

 

 

都内に設མされている特別支援学級のくは知的障害特別支援学級であり、この中

には、児童・生徒の障害の程ဗや学級の実態等をணፄのඑ、各教科を知的障害特別支

援学校の各教科に替えている学級があります。こうした学級では、在籍する知的障害

のある児童・生徒が、ሰましいೂ会ౄइを目指し、႘ඛ生活やೂ会生活に生きて။く

知ಡ及びਙ能、習ষや学びに୶かう力をිにᆋけられるようにすることが大切です。

そのため、教科別の指導のഊ実を෨るưか、小・中学校が必要に応ƍて設けている「各

教科等を合Ǆせた指導49」においても、より୲果的な指導ができるようにする必要が

あります。 

第一実౮૱बでは、ᇓ成29年ဗから、３区市町村の小・中学校の特別支援学級及び

都立知的障害特別支援学校を研究指定校とし、小・中学校の知的障害特別支援学級から

都立知的障害特別支援学校高等部までの一貫した教育課程の研究を実౮してきました。 

この研究では、中学校から特別支援学校の「つながり」の部ᇀに൳をဴて、学習

指導要領に示された各教科の内容をƞのように年指導૱बඑにვしていくかを

ย௮し、知的障害のある児童・生徒の指導内容について検ආしました。「つながり」の

部ᇀに൳をဴてるथ程で、都立知的障害特別支援学校高等部の指導内容・ሑሓのഊ

実にइえ、中学校の知的障害特別支援学級の指導内容・ሑሓのഊ実を෨る必要がある

こともᇀかりました。 

 そこで今後、研究指定校の指定と検討委員会の設མにより、中学校の知的障害特別

支援学級において、生活単ଭ学習やఢ学習なƞ「各教科等を合Ǆせた指導」を行う

際の基となる各教科等の内容のነ॰ँや、各教科等を合Ǆせることで୲果的な指導ሑ

ሓをƍられる場面なƞについて研究を行い、「各教科等を合Ǆせた指導」の一層の

ഊ実を෨ります。 

इえて、区市町村教育委員会に対し、ಈ፯のዛを෨っていきます。 

また、知的障害ೄ用のᇌ部科学൶ེఢ教科ിに準した学習ೄ用ǲǣǪȖ教ఔのఢ

成をුめ、知的障害特別支援学級における活用を້すなƞ、教科別の指導のഊ実もあ

Ǆせて෨ります。 

 
49 学校教育ሓ౮行規໋第 130 ඞ第２ஶに示された規定で、知的障害のある児童・生徒に対する教育をする場合において特に必

要のあるときに、各教科、特別の教科であるၗၝ、॒ே活၌及びಛ立活၌の部ቦは一部について合Ǆせて೨を行う指導

の態を指す。 

Ғ 知的障害特別支援学級の౪၏ၾዴ・ሑሓのഊಲ 

ભ的Ɵຎ 

（Ĩ）൚学bཨ学ƠſƆる଼ƠࣤƍƔ౪၏・支援のഊಲƝੱৄࡱ੩のธᅏ 
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都教育委員会は、小・中学校の知的障害特別支援学級から都立知的障害特別支援学

校高等部までの一貫した教育課程の研究の成果を踏まえ、区市町村を単位として、小

学校から中学校へ、中学校から都立高校等や都立特別支援学校へ、指導内容を円滑に

引き継ぐための工夫をまとめ普及させてきました。 

前述のとおり、知的障害特別支援学級の中には、在籍する児童・生徒の知的障害の

状態等により、各教科を知的障害のある児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校

の各教科に替えている学級があります。こうした学級においては、在籍する児童・生

徒の知的機能の障害の個人差が大きく、同一学年であっても、各教科等の内容の習得

の状況が異なる場合があることから、個々の児童・生徒の実態に即して、取り扱う各

教科の目標及び内容を選択し、具体的な指導目標及び指導内容を設定できるようにす

る必要があります。そのため、特別支援学級での指導内容に対応した、児童・生徒の、

主に学力面の状況について指標等を用いて客観的に把握することにより、特別支援学

級において、一層適切な指導を行えるようにすることが重要です。 

そこで、今後開発する「学習支援アセスメント（特別支援学校版）（仮称）」（第１章

-１-(1)-⑨（P.40））を基に、知的障害特別支援学級で活用できる「学習支援アセスメ

ント（特別支援学級版）（仮称）」を開発し、知的障害特別支援学級における適切な指

導目標及び指導内容の設定に資するようにしていきます。 

なお、知的障害特別支援学級には、特別支援学校小学部・中学部の学習指導要領に

示す小学部の３段階あるいは中学部の２段階の各教科の内容を習得し、目標を達成し

ている児童・生徒が在籍しています。そのため、「学習支援アセスメント（特別支援学

級版）（仮称）」の開発においては、こうした児童・生徒を念頭に、小学校や中学校の

学習指導要領に示す内容の一部を規準として取り入れるようにします。 

また、「学習支援アセスメント（特別支援学級版）（仮称）」は、「学習支援アセスメ

ント（特別支援学校版）（仮称）」とともに、就学相談において学びの場を検討する際

に活用できるようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 知的障害のある児童・生徒の学習支援アセスメント（特別支援学級版）の開発 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実
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都教育委員会では、དࡰの小・中学校等における特別支援教育の෮ ・ුഊ実に୶け、

区市町村教育委員会や各小・中学校等の要ษに応ƍて、都立特別支援学校が必要な支

援を行うセンǪ|的機能を活用した取ຎを実౮しています。ᇓ成 29 年ဗから፭Ꭼ２

年ဗにかけて、区市町村教育委員会とᎌૢして、都立特別支援学校のセンǪ|的機能

により、区市町村教育委員会の指定する知的障害特別支援学級（重支援校）への支

援を૱ब的・継໗的に実౮する๔ต୶එಈを 53区市町村で実౮してきました。 

このಈにより、指導ሑሓや教ಬৄ੩のธᅏ等について工夫ूが෨られるなƞ、

一定の成果がඑがっています。 

また、፭Ꭼ３年ဗには、こうした工夫ूಈ፯を各校で生かすことができるよう、

๔ต୶එಈの成果ሇெിをఢ成し、ての区市町村教育委員会へვᆑしました。

今後は、重支援校॒ࡒの小・中学校にも、都立特別支援学校のセンǪ|的機能によ

る支援の成果をஃく普及・定ཧさせていく必要があります。 

そこで、都立特別支援学校の指導教ዏや特別支援教育Ǟ|ǲǎǸ|Ǫ|、小・中学

校の特別支援学級教員を対ඉとしたශたな研ೲを実౮し、ಈ፯の೮知やଵ場の具体的

な課༎のዛを行い、शଂపを検討することなƞにより、引き໗き区市町村教育委

員会及び小・中学校に対し๔ต୶එಈの成果の೮知・普及を෨り、センǪ|的機

能の一層の活用を້ුしていきます。 

 

 

小学校や中学校の学習指導要領のूにより、小・中学校の特別支援学級に在籍す

る児童・生徒、特別支援教ಬやྫྷ級による指導をጦ用している児童・生徒については、

学校生活支援Ǣ|ト（個別の教育支援૱ब）及び個別指導૱बを必Əఢ成し、活用す

ることがਿめられるようになりました。 

小・中学校において学校生活支援Ǣ|トや個別指導૱बに基ƚく指導と支援のഊ実

を෨るඑでは、校ྙのȕ|ǫ|ǢǮȂのऀ、学校体の力体ฑƚくりをුめたり、

ての教員がこれらႏつの૱बについてのฝしいጫशとႡಡをෆめたりしていくこ

とが大切です。 

また、特別支援教ಬやྫྷ級による指導においては、༶ဴ教員のᎌૢの取りሑを工

夫し、個別指導૱बに基ƚくᅴअやගሇ୪হ等が円滑に行Ǆれるようにすることも大

切です。 

 

Ҕ 知的障害特別支援学級の๔ต୶එƠ୶ƆƔ支援 

ҕ 学生ঊ支援Ǣ|トਸƨ଼別౪၏૱बƠৰƚƄ౪၏Ɲ支援のഊಲ 
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その際、これらのఢ成と活用がဴड़の児童・生徒を༶႞する教員や特別支援教育Ǟ
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�௺ૡg第１章-３-(2)-Ҕ（P.78）� 

 

 

Җ 特別支援学のセンǪ|的ႷǇ生ƀƌƔ౽ॲ障害・ྐॲ障害のある児童・ 
生徒ƭの支援 

җ ᆱฺฑဗのഊಲƠƽる୪ጺঊ၌の෮ු 
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ேの中࣡教育ලਢ会ሇெ等において、Ǐンǚ

Ȗ|Ǣȁ教育ǢスǱȋのஓཝのためには、障害

のあると障害のないがई能なり

に教育をけられるඞଉธᅏ、障害のある

のಛ立とೂ会ౄइをଣขえ、一人一人の教育的

Ƕ|ǥにも的॰に応える指導を࿓できる

よう、ྫྷඛの学級、ྫྷ級による指導、特別支援

学級、特別支援学校といった、ᎌ໗ตのある

ዻな学びの場の一層のഊ実・ธᅏをුめていく

ことが必要とされています。 

都教育委員会では、ேのணえሑ等を踏まえつ

つ、第一実౮૱बৼ中に、就学相談機能の

ഊ実や、ྫྷඛの学級、ྫྷ級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった「ዻな学びの

場」における教育のഊ実、障害のある児童・生

徒と障害のない児童・生徒との୪ጺ活၌のഊ実

を෨ってきました。 

፭Ꭼଭ年ဗには、ǏンǚȖ|Ǣȁ教育ǢスǱ

ȋのஓཝに୶けたྔ௮・研究ಈにおいて、ே

内及びॆ॒ྔ௮やዛಡೄǽアȕンǛを実౮し

ました。この基ຉ研究のଅ果を踏まえ、፭Ꭼ２

年ဗから、๐પ的な取ຎを行う区市町村教育委

員会における実的研究ಈを開ౡし、区市町村教育委員会のǏンǚȖ|Ǣȁな教育

の取ຎにするಈஶについて検討及びਢを行う検討ਢ会の設མ、ዲབྷࣆやᇱ育സ

等の年中児（īఄ児）のᇱ୦ೄや機を対ඉに普及発ȕ|ȀȗǮトをఢ成・ვ

ᆑするなƞの取ຎをුめています。 

今後は、「ቴのဪੜ」๗ጸやဪੜ都教育౮ప大等も踏まえながら、区市町村とᎌ

ૢし実的研究ಈをුめるとともに、୪ጺ及び同学習にする実態ྔ௮のଅ果を

ᇀื・検ආし、それらの成果を踏まえて୪ጺ及び同学習を້ුするための具体的な

ሑపを検討し、区市町村教育委員会及び小・中学校に普及させていきます。 

 

 

Ҙ 学ƠſƆるǏンǚȖ|ǣȒンƠƎるಲ的ଞ 

【普及啓発リーフレット】 
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区市町村教育委員会が就学相談をුめるにဴたっては、人及びᇱ୦ೄに対してഋ

ᇀなගሇ࿓をしたඑで、そのଣを大ໞ重しつつ、人及びᇱ୦ೄ、区市町村

教育委員会と学校等が教育的Ƕ|ǥと必要な支援等について合成を行うことが

ਿめられます。そのため、就学するያ定のዲ児が在籍しているዲབྷࣆ、ᇱ育സ、ፑ育

機等の就学前機とのગቹなᎌૢや、ᇱ୦ೄへの適切なගሇ࿓が必要です。 

都教育委員会では、これまでዲབྷࣆやᇱ育സ、小学校等のೄ୶けに特別支援教

育や就学後の学校生活等のጫश້ුを෨る目的で就学相談習会を開௹し、また、就

学前機からの要ษでᇱ୦ೄ相談会を実౮してきました。 

今後もよりくのዲབྷࣆやᇱ育സ、小学校等のೄや就学前段階のᇱ୦ೄを対ඉ

として、都立特別支援学校へ就学した後の生活にइえ、都立特別支援学校の高等部段

階でのಛ立に୶けた教育や、高等部໘後のු᎓や生活なƞのጫश້ුにつながる取

ຎを実౮することにより、区市町村教育委員会と就学前機とのວৼᎌૢや、就学前

段階のᇱ୦ೄのວৼ支援に୶けた体ฑธᅏを支援していく必要があります。 

引き໗き、区市町村教育委員会による就学前機とのວৼᎌૢや就学前段階のᇱ୦

ೄへのວৼ支援に୶けた取ຎを支援するとともに、今後、よりくのዲབྷࣆやᇱ育സ、

小学校等のೄがౄइできるよう、就学相談習会を開௹する際に၌बვමを取り

入れるなƞ工夫をしていきます。 

また、ශたに区市町村教育委員会と都教育委員会及び都立特別支援学校が။して

行う就学前段階のᇱ୦ೄ相談会について、就学前機での相談会の実౮状況等を踏ま

え、実౮ሑሓ等を検討し、ಀ行していきます。 

  

ҙ ત౦ྎƠſƆるວৼᎌૢ・ວৼ支援のƔƶのฑธᅏƭの支援 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 

｟ 

㖱 

｠
൚
学

チ
ཨ
学

⼲
⼑
⼘
る
個
⼲
ࣤ
⼟
⼦
౪
၏
ヅ
支
援
の
充
実
⼯
教
育
環
境
の
整
備 

① 
知的ඏ॔特別支援学
ੇの౪၏ၾዴ・ሑሓの
充実 

知的障害特別支援
学ੇ֊特別支援
学校ஸ等部までの
一した教育課࿘
のଞ 

、会を設置しࡿ࡙・
「२教ऎ等を
֚た౪၏」を設定
֘る֧֒により効果
的な౪၏ሑሓを
る場ኜなどを֗
検討 

 
 
 
・ଞ౪定校にお
い֥モデル事業の
実施 

 
 
 
 
 
 
会やモデル事ࡿ࡙・
業の成果をત౦ྎ
に周知 

② 

知的ඏ॔のցる児童・
生徒の学支援アװス
特別支援学ੇ）بؖ
ᄟ）の्ᄇ 

ӡශਊ事業Ӣ ・፭Ꭼ㕵Ⴉဗのఢ成
会の設置に向ࡿ࡙
け、፬ಉ౪ᅮの分
析やମࡎの検討な
どമᅏを実施 

・アװスؖンの्
ᄇに向け、ఢ成࡙
 会による検討ࡿ

 
 
 
・アװスؖンࡎの
র成 
・ଞ౪定校による
アװスؖンࡎの試
用֧ఢ成࡙ࡿ会に
よる改 

③ 
知的ඏ॔特別支援学
ੇの専門ต୶එに୶
 支援֞

ンター的Ⴗをװ・
活用したഓ支援
校への૱ब的・૫
໗的支援 
・成果報ெിの配
ᆑ 

・ශたなଞೲの実
施など๔門ต向上
事業の成果ᆗਸに
よるװンター的
Ⴗの活用促進 

・๔門ต向上事業
の成果ᆗਸによる
ンター的Ⴗのװ
活用促進 

 

④ 
学生活支援ー及
び個別౪၏計画にৰ
֤֎౪၏と支援の充実 

特別支援教育担ဴ
౪၏事等連ጛ協
議会等によるત౦
ྎ౪၏事等の
理解促進 

・特別支援教育担
ဴ౪၏事等連ጛ
協議会等によるત
౦ྎ౪၏事等
の理解促進 
・小・中学校の事
例の೭集・周知 

  

Җ 

特別支援学の״بװ
ー的機Ⴗב生か֖֞౽
ॲඏ॔・ྐॲඏ॔のց
る児童・生徒への支援 

ンター的Ⴗをװ
活用した支援 
・౽ॲ障害・ྐॲ障
害特別支援学校へ
の通ੇによる౪၏ 
・小・中学校へのല
षະཎ 

ンター的Ⴗをװ
活用した支援 
・౽ॲ障害・ྐॲ障
害特別支援学校へ
の通ੇによる౪၏ 
・小・中学校へのല
षະཎ 

  

җ 
副籍制度の充実によ
る交流活動の推進 

保護者への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・調査の実施֧結
果の分析に基づく
対応策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の試行 

・調査結果に基づ
き、ガイドブック等
を見直し・改訂 
 
 
 

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 
 
 

Ҙ 
学に։るイبクル
ーبに関֘る実
的ଞ 

・実的ଞ事業 
・交流ਸֲ共၍学
実調査の実施 

・実的ଞ事業
報ெ 
・交流ਸֲ共၍学
実調査の結果
分析・検討 

・ଞ成果のᆗਸ 
 

ҙ 

ત౦ྎに։るວ
ৼ連携・ວৼ支援の֞
の体制整備への支׀
援 

・ዲབྷࣆ、小学校等
のධࡿ向け会
の実施 
・学での
ະཎ会の実施 

・ዲབྷࣆ、小学校等
のධࡿ向け会
の実施 
・学での
ະཎ会の実施 
・ત౦ྎ・都・都
立特別支援学校
協။したະཎ会の
検討 

 
 
 
 
 
・ત౦ྎ・都・都
立特別支援学校
協။したະཎ会の
試行 
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・アװスؖンの्
ᄇに向け、ఢ成࡙
 会による検討ࡿ

 
 
 
・アװスؖンࡎの
র成 
・ଞ౪定校による
アװスؖンࡎの試
用֧ఢ成࡙ࡿ会に
よる改 

③ 
知的ඏ॔特別支援学
ੇの専門ต୶එに୶
 支援֞

ンター的Ⴗをװ・
活用したഓ支援
校への૱ब的・૫
໗的支援 
・成果報ெിの配
ᆑ 

・ශたなଞೲの実
施など๔門ต向上
事業の成果ᆗਸに
よるװンター的
Ⴗの活用促進 

・๔門ต向上事業
の成果ᆗਸによる
ンター的Ⴗのװ
活用促進 

 

④ 
学生活支援ー及
び個別౪၏計画にৰ
֤֎౪၏と支援の充実 

特別支援教育担ဴ
౪၏事等連ጛ協
議会等によるત౦
ྎ౪၏事等の
理解促進 

・特別支援教育担
ဴ౪၏事等連ጛ
協議会等によるત
౦ྎ౪၏事等
の理解促進 
・小・中学校の事
例の೭集・周知 

  

Җ 

特別支援学の״بװ
ー的機Ⴗב生か֖֞౽
ॲඏ॔・ྐॲඏ॔のց
る児童・生徒への支援 

ンター的Ⴗをװ
活用した支援 
・౽ॲ障害・ྐॲ障
害特別支援学校へ
の通ੇによる౪၏ 
・小・中学校へのല
षະཎ 

ンター的Ⴗをװ
活用した支援 
・౽ॲ障害・ྐॲ障
害特別支援学校へ
の通ੇによる౪၏ 
・小・中学校へのല
षະཎ 

  

җ 
副籍制度の充実によ
る交流活動の推進 

保護者への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・調査の実施֧結
果の分析に基づく
対応策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の試行 

・調査結果に基づ
き、ガイドブック等
を見直し・改訂 
 
 
 

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 
 
 

Ҙ 
学に։るイبクル
ーبに関֘る実
的ଞ 

・実的ଞ事業 
・交流ਸֲ共၍学
実調査の実施 

・実的ଞ事業
報ெ 
・交流ਸֲ共၍学
実調査の結果
分析・検討 

・ଞ成果のᆗਸ 
 

ҙ 

ત౦ྎに։るວ
ৼ連携・ວৼ支援の֞
の体制整備への支׀
援 

・ዲབྷࣆ、小学校等
のධࡿ向け会
の実施 
・学での
ະཎ会の実施 

・ዲབྷࣆ、小学校等
のධࡿ向け会
の実施 
・学での
ະཎ会の実施 
・ત౦ྎ・都・都
立特別支援学校
協။したະཎ会の
検討 

 
 
 
 
 
・ત౦ྎ・都・都
立特別支援学校
協။したະཎ会の
試行 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ⴉ૱ब 
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都における発達障害教育は、ഌ、ྫྷ級指導学級における指導を中に行Ǆれてき

ました。ྫྷ級指導学級での指導は、対ඉの児童・生徒のくが在籍校をጱれて校に

設མされたྫྷ級指導学級にྫྷうことになるため、在籍校での೨に一部ౄइできなく

なることへのᆊࡊやྫྷ学のᆟ༶、ᇱ୦ೄのᆋいなƞのᆟ༶の課༎がありました。 

こうしたことから、都教育委員会では、発達障害のある児童・生徒が学習එቦは生

活එのႍさをू・ᆴし、ई能なり在籍学級での児童・生徒とともにዛਟ

な学校生活をຽることができるよう、発達障害教育を༶ဴするലष指導教員が各校を

ലषして指導する特別支援教ಬの導入をුめてきました。 

Ғ 特別支援ੱಬのࣅঌƟࢪࢥ 

ભ的Ɵຎ 

（ĩ）൚学bཨ学ƠſƆる発༥障害ੱࡱの෮ු 

 
通常の学級の 

児童・生徒数 

発達障害のあ

る児童・生徒

の想定数 

在籍率 

通級による指導 

を受けている 

児童・生徒数 

支援率 

ｂのうち一部特

別な指導が必要

な児童・生徒数 

割合 

 ａ ｂ ｂ/ａ ｃ ｃ/ｂ ｄ ｄ/ｂ 

小学校 552,897人 33,661人 6.1％ 6,209人 18.4％ 16,445人 48.9％ 

中学校 228,340人 11,326人 5.0％ 1,841人 16.3％ 3,210人 28.3％ 

※ ａ及びｃは、公立学校統計調査報告書による数値（小学校平成 26年度、中学校平成 27年度） 

※ ｂ及びｄは、都教育委員会調査による数値（小学校平成 26年度、中学校平成 27年度） 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実
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特別支援教ಬについては、ᇓ成 28年ဗから都

内୰立小学校・中学校への導入をුめ、ᇓ成 30

年ဗには୰立小学校で、፭Ꭼ３年ဗには୰

立中学校で導入がরፇしました（都立中高一貫

教育校をƵ。）。 

特別支援教ಬでのഊ実した指導を実ଵするた

め、導入ဴഷから特別支援教ಬ๔員50のვམや

教員に対して๔的なൃସ等を行うലष相談

ጫౠ51のჃଧಈを実౮し、፭Ꭼ２年ဗからは、

ሟᆏな૪ଫをもつ都の特別支援教ಬലषࢪࢥ指

導員52（ऀࡒ「ࢪࢥ指導員」という。）が小・中学

校をሞኴして、各校の取ຎやࢪࢥ状況を॰Ⴁし

たඑで、校でのಈ፯をൾऴするなƞの具体

的な指導・ൃସを行っています。 

さらに、፭Ꭼ３年３ଈには、入༄ಬのጺれ、ମ

໋の指導ৼ53、指導目標や指導内容の設定のண

えሑなƞを示した「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴ

ȔǏン」（ࡒ という。）を「ǗǏǴȔǏンࢪࢥऀ」

ప定し、೮知しています。 

ႍさをሎえた児童・生徒はての学校・学

年・学級にໜ在しているというႡಡのऀ、小・中

学校の教ධ員のጫशをෆめ、適切な指導に生か

すことができるようにしていきます。また、特別

支援教ಬの取ຎを在籍学級での支援でも生かし

ていけるよう、ലष指導教員による特別支援教

ಬでの指導のഊ実に୶けた取ຎを෮ුしていき

ます。さらに、都立中高一貫教育校、ᆣ໔小学校

での取ຎのഊ実を෨ります。 

 

 
50 ലष指導教員やലष相談ጫౠのലष႘のᎌጛ・ྔธ、児童・生徒の行၌観ళや指導Ꭹのఢ成なƞ、ലष指導教員等とᎌ

ૢして特別支援教ಬの円滑なࢪࢥに必要なኃを行うධ員 
51 児童・生徒がሎえる学習面や生活面のႍさについて的॰に把握し、ലष指導教員や在籍学級༶႞に๔的立場からൃସす

る๔ऌ（፣൞発達ጫౠ、特別支援教育ౠ、学校ጫౠ及び୰Ⴁጫౠ） 
52 特別支援教ಬを設མする学校にሞኴし、各校の取ຎやࢪࢥ状況を把握したඑで、「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴȔǏン」に基ƚ

いた指導・ൃସやಈ፯のൾऴなƞを行う都のධ員 
53 「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴȔǏン」Ň29,45,49 ౄ൴ 

【発達障害教育に関するリーフレット】 

東京都の発達障害教育

お子さんの成長や発達が気になる方へ・・・
東京都では「特別支援教室」の制度を導入し、
支援の体制を整えています。その概要を御案内します！

お子さんの成長や発達が気になる方へ・・・
東京都では「特別支援教室」の制度を導入し、
支援の体制を整えています。その概要を御案内します！

発達障害のある児童・生徒への支援

　都内公立小・中学校では、特別支援教室や自閉症・情緒障害特別支援学級における指導・支援を中心に、
発達障害のある児童・生徒に対する支援を行っています。

早期発見・早期支援が重要！

　発達障害は、外見から困難さが見えにくいため、「怠けている」「反抗的である」などの
誤解を受けることがあります。また、本人や保護者も学習上・生活上の困難が障害に起因
していることに気付きにくいため、必要な指導や支援につながらない場合があります。早
期に発見し、適切な指導・支援を行うことで、円滑な就学や在籍学級での充実した生活に
つなげることができます。

■ 特別支援教室          
　通常の学級に在籍し、一部特別な指導を必要とする児童・生徒が、在籍学級における障害による学習
上又は生活上の困難の改善・克服を図るため、一部の時間、別の教室で指導を受けられる制度です。なお、
特別支援教室は都内の全公立小・中学校に設置されており、原則自分の在籍する学校で指導を受けます。

■ 自閉症・情緒障害特別支援学級         
　通常の学級における学習では、十分にその効果を上げることが困難な児童・生徒については、自閉症・
情緒障害特別支援学級において指導・支援を行っています。なお、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置
状況は、区市町村によって異なりますので、お住まいの区市町村教育委員会にお問合せください。

特別支援教室 A&Q特別支援教室 A&Q
自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害があれば全員対象になりますか？

障害がある場合でも、在籍学級での指導方法の工夫や配慮により、在籍学級で充実した生活を送る
ことができる児童・生徒もいます。また、特別支援教室での指導は、在籍学級での授業の一部を抜
けて受けることとなるため、障害の程度や在籍学級等での状況を十分考慮の上、特別支援教室での
指導が必要かを十分に検討し、保護者との合意を含めて決定する必要があります。
＜在籍学級における支援の例＞
　・黒板周辺の掲示物等を減らし視覚からの刺激が少なくなるような環境の整備
　・読むことが苦手な児童・生徒へのデジタル機器を活用した授業作り
　・児童・生徒に対する指示の出し方や言葉かけの工夫

A
Q

＜編集・発行＞　東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課
＜所   在   地＞　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

特別支援教室の担当教員（巡回指導教員）は、なぜ、拠点校から巡回し指導する仕組みなのですか？

特別支援教室では、児童・生徒の障害の状態に応じて、一人一人の指導内容が異なることから、指
導を行う担当教員が、日常的に指導の方法や教材等を互いに共有したり、複数校の児童・生徒の指
導に関わり多様な実践事例を蓄積したりできる体制とすることで、指導の質を向上させていくこと
が重要です。そのため、拠点校に集中的に配置し、巡回する体制としています。

A
Q

なぜ知的障害のない児童・生徒が対象なのですか？

知的障害のある児童・生徒に対する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に
結びつく実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要です。そのため、一定の時間のみ取
り出して指導を行うことにはなじまないことから、特別支援教室の対象としておりません。（文部
科学省編著「障害に応じた通級による指導の手引」より）

     

A
Q

特別支援教室の退室後、支援が途切れてしまうのではないでしょうか？

A
Q

一度、退室したら、再度の入室はできなくなるのでしょうか？

入室時に、児童・生徒の困難に応じて設定される指導目標を達成した場合、特別支援教室を退室し
ますが、退室後に、再度、校内委員会及び判定委員会において、特別支援教室において一部特別な
指導が必要と判断された場合には、特別支援教室に入室し指導を受けることが可能です。

A
Q

今後、高等学校に進学した場合、特別支援教室のような制度はありますか？

都立高校では、令和３年度から全校で、通級による指導を実施できる仕組みが整っています。詳細
については、東京都教育委員会のホームページを御確認ください。

　
なお、申込みについては、都立高校に入学後、高校の先生に相談してください。

A
Q

東京都教育委員会　通級による指導

退室後も、特別支援教室での学びの成果を生かしながら、在籍学級を中心に、必要な支援を実施します。

東京都教育委員会印刷物登録　令和３年度　第 45 号

特別支援教室での指導・支援特別支援教室での指導・支援

指導・支援体制

指導内容
　特別支援教室では、一人一人の障害の状態や発達の段階等に応じた指導目標を設定して、障害による学
習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導（自立活動）を行います。
　なお、教科の予習・補習や在籍学級での学習の遅れを取り戻すための指導は行いません。

　巡回指導教員が各校を回って指導を行うため、児童・生徒は他校へ移動することなく原則在籍校で指導
を受けることができます。

＜指導内容例＞     
・場面にあった挨拶や発言が苦手な児童・生徒に対して、友達との遊びや会話の場面を想定した表現の練習を重

ねることで、その場に応じた適切な言葉づかいや表現方法を身に付けられるようにします。
・課題を期日までに提出することや学習計画を立てることが苦手な児童・生徒に対して、スケジュール帳を使っ

て生活や学習の予定を可視化することにより、自己管理の方法や学習の進め方を身に付けられるようにします。
・体の使い方や姿勢の保持が苦手で、落ち着きがない児童・生徒に対して、様々な課題を設けた運動を繰り返し

行うことで、バランス感覚や触覚、運動感覚を高められるようにします。  

特別支援教室では、巡回指導教員以外にも心理の専門家と特別支援教室専門員が支援を行っています。
●心理の専門家 …………… 障害の状態を把握し、指導上の配慮について教員に助言します。
●特別支援教室専門員 …… 教員とともに、児童・生徒の行動観察や教材作製などを行います。

小・中学校

学級担任等と巡回指導教員の連携・情報共有により、児童・生徒の在籍学級に
おける困難を把握し、その困難に応じた自立活動の指導を行います。

・巡回指導教員が集中的に配置されている学校を拠点校と言います。
・巡回指導教員はあらかじめ決められた曜日・時間に対象の児童・生

徒が在籍する学校を巡回し、特別支援教室において指導を行います。
・巡回指導教員同士が常に指導の方法や教材等を共有していくこと

で質の向上を図り、一人一人の児童・生徒の状況に応じて適切な
指導を行います。

拠点校

巡回

巡回指導教員

指導の工夫 自立活動の指導

学級担任・教科担任｠ 巡回指導教員在籍学級 特別支援教室

在籍学級の授業（国語等）を抜け、
月１時間～週８時間程度、自立活動
の授業を受けに行きます。

在籍学級の授業（国語等）を抜け、
月１時間～週８時間程度、自立活動
の授業を受けに行きます。

連携・情報共有

表 -4　210 ㎜観音　207 ㎜ 表 -1　210 ㎜
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特別支援教ಬについては、ᇓ成 28年ဗから都

内୰立小学校・中学校への導入をුめ、ᇓ成 30

年ဗには୰立小学校で、፭Ꭼ３年ဗには୰

立中学校で導入がরፇしました（都立中高一貫

教育校をƵ。）。 

特別支援教ಬでのഊ実した指導を実ଵするた

め、導入ဴഷから特別支援教ಬ๔員50のვམや

教員に対して๔的なൃସ等を行うലष相談

ጫౠ51のჃଧಈを実౮し、፭Ꭼ２年ဗからは、

ሟᆏな૪ଫをもつ都の特別支援教ಬലषࢪࢥ指

導員52（ऀࡒ「ࢪࢥ指導員」という。）が小・中学

校をሞኴして、各校の取ຎやࢪࢥ状況を॰Ⴁし

たඑで、校でのಈ፯をൾऴするなƞの具体

的な指導・ൃସを行っています。 

さらに、፭Ꭼ３年３ଈには、入༄ಬのጺれ、ମ

໋の指導ৼ53、指導目標や指導内容の設定のண

えሑなƞを示した「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴ

ȔǏン」（ࡒ という。）を「ǗǏǴȔǏンࢪࢥऀ」

ప定し、೮知しています。 

ႍさをሎえた児童・生徒はての学校・学

年・学級にໜ在しているというႡಡのऀ、小・中

学校の教ධ員のጫशをෆめ、適切な指導に生か

すことができるようにしていきます。また、特別

支援教ಬの取ຎを在籍学級での支援でも生かし

ていけるよう、ലष指導教員による特別支援教

ಬでの指導のഊ実に୶けた取ຎを෮ුしていき

ます。さらに、都立中高一貫教育校、ᆣ໔小学校

での取ຎのഊ実を෨ります。 

 

 
50 ലष指導教員やലष相談ጫౠのലष႘のᎌጛ・ྔธ、児童・生徒の行၌観ళや指導Ꭹのఢ成なƞ、ലष指導教員等とᎌ

ૢして特別支援教ಬの円滑なࢪࢥに必要なኃを行うධ員 
51 児童・生徒がሎえる学習面や生活面のႍさについて的॰に把握し、ലष指導教員や在籍学級༶႞に๔的立場からൃସす

る๔ऌ（፣൞発達ጫౠ、特別支援教育ౠ、学校ጫౠ及び୰Ⴁጫౠ） 
52 特別支援教ಬを設མする学校にሞኴし、各校の取ຎやࢪࢥ状況を把握したඑで、「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴȔǏン」に基ƚ

いた指導・ൃସやಈ፯のൾऴなƞを行う都のධ員 
53 「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴȔǏン」Ň29,45,49 ౄ൴ 

【発達障害教育に関するリーフレット】 
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Ǎ ၟᇠ౫ੱ࣍ಬƣࢪࢥǗǏǴȔǏȞƠৰƚŹƔലष౪၏ƣഊಲ 

各校が、児童・生徒一人一人の障害にࢀするႍさのつまƏきを把握し、適

切な指導目標を設定して指導することで、児童・生徒のႍさのଲを෨ること

ができるよう、特別支援教育༶ဴ指導主ಈ等ᎌጛਢ会の場なƞをྫྷƍてࢪࢥǗ

ǏǴȔǏンの೮知࿌を෨ります。 

また、ࢪࢥ指導員が小・中学校をሞኴし、ࢥ

ǗǏǴȔǏンに基ƚいた指導やൃସを行うࢪ

ことで、特別支援教ಬのࢪࢥのഊ実や、学校

体での取ຎのഊ実に୶けた支援を行います。 

 

Ǐ ၟᇠ౫ੱ࣍ಬ౪၏ಈ፯့ଙఫǠǏトƣࢥዿ 

小・中学校における指導のಈ፯や指導教ఔ

等をዛする WebǠǏトのࢥ用をྫྷƍて、各校

でのዓれた取ຎをಛ校での取ຎに生かすこと

ができるよう支援していきます。 

 

Ǒ ဒጵཨஸࡴੱࡱbᆣ໔൚ॺƜƣຎƣഊಲ 

፭Ꭼ３年ဗから都立中学校及び都立中等教育学校の前ৼ課程にも特別支援教ಬ

のฑဗを導入しており、፭Ꭼī年ဗには、都立立๖ே際中等教育学校ᆣ໔小学校

の開校にᄔい、ᆣ໔小学校にもฑဗを導入します。都立中学校及び都立中等教育

学校の前ৼ課程やᆣ໔小学校においても、都内୰立小学校・中学校での取ຎと同

ዻに、特別支援教ಬなƞでの指導や支援のഊ実を෨ります。 

 

 

 

፭Ꭼ３年ဗの都内୰立中学校（都立中学校及び都立中等教育学校の前ৼ課程を

Ƶ。）への特別支援教ಬの導入রፇにより、ての小・中学校において、発達障害のあ

る児童・生徒が在籍する学校で特別な指導をけることができるようになりました。

しかし、特別支援教ಬへの入ಬにする検討やଂ定のሑሓが区市町村や学校で異な

ることや、༄ಬをଣขえた指導目標の立てሑ及び指導目標に対するᅴअのணえሑがႍ

しいことなƞから、目標を達成して༄ಬする児童・生徒のআ合が区市町村によって大

きく異なるなƞの課༎があります。 

② 特別支援ੱಬの౪၏ၾዴ・ሑሓのଞ・開発 

都全体の特別支援教室の充実に向けて、少しでも多くの指導事例等を共有しましょう 

登録お待ちしています！ 

特別支援教室での指導事例や指導教材等を 

検索・閲覧するための「まとめ」サイトです ᴾ

ஜἇỶἚửᡫẳề˂ỉᐯ˳ởఄܖỉӕኵửσஊẴỦẮểỂẆᴾ

ਦݰϋܾỉ౨᚛ሁỆࢫᇌềỦẮểầỂẨộẴᴾ

 

 

先生等がいつでもどこでも閲覧し、

指導に活用することができます 

URL ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽŬƵƐŚŝ-ĐĂƐĞ͘ŵĞƚƌŽ͘ƚŽŬǇŽ͘ůŐ͘ũƉͬ  

特別支援教室指導事例等検索サイト 

各学校での指導事例等を随時登録します 

（登録は各区市町村教育委員会が行います） 
指導事例等検索サイト 
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都教育委員会では、፭Ꭼ２年ဗに特別支援教ಬの入༄

ಬにるጺれやணえሑにする資ፍ及びǬǒǮǚȕスト

をఢ成するとともに、「特別支援学級・ྫྷ級による指導教

育課程ᇨ成の引」をूし、区市町村教育委員会及び

小・中学校にვᆑしました。፭Ꭼ３年ဗから、こうした

資ፍについて特別支援教育༶ဴ指導主ಈ等ᎌጛਢ会や

発達障害へのጫशや支援にする習会等において೮知

し、普及を෨っています。 

また、第一実౮૱बにおけるಈとして、児童・生

徒の学習එቦは生活එのႍさのうƖ、ි体のౚいሑに

課༎のある児童・生徒への指導のഊ実に୶け研究・開発

ಈを実౮し、፭Ꭼ２年ဗに指導資ፍ「障害の

ある児童・生徒の学びを支える特別支援教育の

ഊ実」にまとめています。 

特別支援教ಬにおいては、児童・生徒一人一

人の障害の状態等の的॰な把握に基ƚいて個

別指導૱बをఢ成し、具体的な指導目標や指導

内容を定め、それに基ƚいて指導を開するこ

とが大切です。そのथ程で、児童・生徒の学習

එቦは生活එのႍさを把握するための「ᇌಌ

のၥƴിきǬǒǮǚȕスト」や「ೂ会ต・行၌

のǬǒǮǚȕスト」54が一層活用されるように

する必要があります。 

そのため、在籍学級での支援から特別支援教ಬの༄ಬまでのጺれとணえሑ（実態把

握、指導目標の設定、ᅴअ等）にして、特別支援教ಬにおけるಈ፯を೭ആし、区

市町村教育委員会の特別支援教育༶ဴ指導主ಈ等を対ඉとしたᎌጛਢ会なƞの場

において普及させることによりጫश້ුを෨ります。 

また、「ᇌಌのၥƴിきǬǒǮǚȕスト」「ೂ会ต・行၌のǬǒǮǚȕスト」の活用

については、区市町村教育委員会及び小・中学校の取ຎの中からಈ፯を೭ആし、

の区市町村教育委員会への೮知を෨ることで、一層の活用を້していきます。 

 

 
54 児童・生徒の障害の特ตを把握するためのǬǒǮǚȕスト。「ᇌಌのၥƴിきǬǒǮǚȕスト」では学習にǄる「ၥƵこ

と」「ിくこと」について、「ೂ会ต・行၌のǬǒǮǚȕスト」では、対人やȖ|Ȗのጫश、ගഽのǞントȘ|Ȗの状況な

ƞについて把握し、必要な支援について検討する。（「特別支援教ಬのࢪࢥǗǏǴȔǏン」፭Ꭼ３年３ଈ ဪੜ都教育委員会） 

【ිƣౚŹሑƠड༎ƣŷǀಋၔfภညƭƣ 
౪၏ƣഊಲ】 
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54 児童・生徒の障害の特ตを把握するためのǬǒǮǚȕスト。「ᇌಌのၥƴിきǬǒǮǚȕスト」では学習にǄる「ၥƵこ
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【ිƣౚŹሑƠड༎ƣŷǀಋၔfภညƭƣ 
౪၏ƣഊಲ】 
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ි体のౚいሑに課༎のある児童・生徒への指導のഊ実については、፭Ꭼ３年ဗの教

育研究員による研究活၌なƞをྫྷして೭ആしたಈ፯を踏まえて、ఢ成した指導資ፍの

内容の成果普及を෨ります。 

 

 

 

発達障害のある児童・生徒は、特別支援教ಬに入ಬしている場合でも、くのಐ

を在籍学級でथƉしています。 

発達障害のある児童・生徒がࡊして在籍学級でथƉせるようにするためには、各

小・中学校が、在籍学級における支援を検討・実౮できるよう、区市町村教育委員会

を支援していく必要があります。 

こうしたことから、都教育委員会では、፭Ꭼ３年ဗから、区市町村教育委員会がၤ

ಛに在籍学級で支援を行う人ఔをვམする場合や、特別支援教育Ǟ|ǲǎǸ|Ǫ|の

ኃᇸൃを行う人ఔをვམする場合に、ვམにるᅉ用をᇸൃするಈを開ౡしてい

ます。 

፭Ꭼī年ဗからは、区市町村教育委員会による在籍学級で支援を行う人ఔのვམを

さらに້ුしていくため、ᇸൃ要ଉのোᎬやᇸൃ内容のഊ実を෨ります。 

また、こうした人ఔの୲果的な活用ಈ፯を೭ആし、೮知していくことなƞをྫྷƍて

区市町村教育委員会の取ຎを支援します。 

 

 

 都教育委員会では、これまでಛᇘ൵・ගഽ障害特別支

援学級55における指導内容や教育課程のᇨ成・実౮につ

いて研究・開発を行ってきました。ᇓ成 28年３ଈに発行

した「ಛᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級の教育課程の在り

ሑについて」において、ಛ立活၌のಐを適切に位མᆋ

け、各教科等の指導のഊ実を෨っていくことが重要であ

ることを示しました。 

小学校や中学校の学習指導要領では、ಛᇘ൵・ගഽ障

害特別支援学級において、ಛ立活၌を取り入れることに

इえ、児童・生徒の障害の状態等をணፄのඑ、実態に応

 
55 学校教育ሓ第 81 ඞ第２ஶの規定に基ƚき、ྫྷඛの学級における学習では、ഋᇀその成果をඑƇることがႍな児童・生徒の

ために特別にᇨฑされた学級であり、知的障害をᄔǄないಛᇘ൵児及びගഽ障害児を対ඉとするもの 

Ҕ 発༥障害のある児童・生徒Ɓఓฺ学級ƜࡊƌƛथƉƐるฑのഊಲ 

ҕ ಛᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級（ି࿊学級）のഊಲƠ୶ƆƔ支援 
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ƍた教育課程をᇨ成することを規定しています。 

ಛᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級は、小・中学校の学級の一つですが、在籍する児童・

生徒の障害の程ဗ等によっては、障害のない児童・生徒に対する各教科等の年指導

૱बなƞをそのまま適用することが、必Əしも適ဴでない場合があります。ಛᇘ൵・

ගഽ障害特別支援学級の設མが、それƓれの区市町村でුǈできているଵ状をえ、

教育課程のᇨ成状況のྔ௮・ᇀืを行い、ଅ果をまとめた資ፍを区市町村教育委員会

に࿓します。区市町村をྫྷƍ、それƓれの学級が、児童・生徒の各教科等の習得状

況や৻習ಈஶを踏まえて、在学ৼに࿓すƮき教育内容をഋᇀଣઇめるよう້すと

ともに、前述の資ፍが各学級の教育課程のूに資するようにしていきます。 

また、場സ、ಐ、活၌なƞの内容や状況について、ಛᇘ൵のある児童・生徒が౽

ॲ的にᇀかりやすくጫशできるようにするためのஓ່ँ56なƞ、都によるこれまでの

研究の成果や、ಛᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級でႍさのଲが෨られた指導ಈ፯等

の೮知についても、区市町村教育委員会の特別支援教育༶ဴ指導主ಈ等を対ඉとした

ᎌጛਢ会の場なƞをྫྷƍて行っていきます。 

あǄせて、፭Ꭼ３年ဗに特別支援教ಬの導入がরፇしたこと等も踏まえ、ࢪࢥǗǏ

ǴȔǏンに基ƚくലष指導の実౮や、指導ಈ፯の೭ആ・೮知なƞのዻ々な支援పをຳ

合的に෮ුし、特別支援教ಬの指導によりႍさのଲにつながったಈ፯なƞを、ಛ

ᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級の指導でも活用できるようにしていきます。 

  

 
56 場സ、ಐ、活၌なƞの内容や状況について、ಛᇘ൵のある児童・生徒が౽ॲ的にᇀかりやすくጫशできるようにするため

の指導の工夫。፯えƥ、活၌によって行う場സをᇀける「ᆾጫ的なஓ່ँ」、１႘のスǜǣȐ|Ȗを࿓示する「ಐのஓ່

ँ」、一人でఢできるようにするためにവをᇀかりやすくする「活၌のஓ່ँ」がある。 
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研究の成果や、ಛᇘ൵・ගഽ障害特別支援学級でႍさのଲが෨られた指導ಈ፯等

の೮知についても、区市町村教育委員会の特別支援教育༶ဴ指導主ಈ等を対ඉとした

ᎌጛਢ会の場なƞをྫྷƍて行っていきます。 
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ǴȔǏンに基ƚくലष指導の実౮や、指導ಈ፯の೭ആ・೮知なƞのዻ々な支援పをຳ
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56 場സ、ಐ、活၌なƞの内容や状況について、ಛᇘ൵のある児童・生徒が౽ॲ的にᇀかりやすくጫशできるようにするため

の指導の工夫。፯えƥ、活၌によって行う場സをᇀける「ᆾጫ的なஓ່ँ」、１႘のスǜǣȐ|Ȗを࿓示する「ಐのஓ່

ँ」、一人でఢできるようにするためにവをᇀかりやすくする「活၌のஓ່ँ」がある。 
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組
分
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠
൚
学

チ
ཨ
学

⼲
⼑
⼘
る
ᄇ
༥
ඏ
॔
教
育
の
推
進 

① 特別支援教ಬのࣅঌな運ࢪ 

  

ア  特別支援教ಬ
の運סࢪイ؞イب
にৰ֤い֞ലष౪
၏の充実 

特別支援教ಬの設
置 

特別支援教ಬലष
運営౪၏ࡿによる
学校ሞኴ 

  

イ  特別支援教ಬ
౪၏事፯等ଙఫת
イの運用 

特別支援教ಬの設
置 

౪၏事例等検ఫת
イの運用による特
別支援教ಬでの౪
၏の充実  

  

ウ  ဒጵཨஸ一
教育Ւᆣ໔൚学
֦の取組の充実 

特別支援教ಬの設
置 

都立中ஸ一教育
校、ᆣ໔小学校で
の特別支援教ಬの
運営  

  

② 
特別支援教ಬの౪၏
ၾዴ・ሑሓのଞ・्
ᄇ 

・ႚ༄ಬにる流
֧ணえሑに֘る
ಃፍのఢ成 
・「教育課࿘ᇨ成の
ࢂ」の改訂 
・౪၏ಃፍのఢ成 
・連ጛ協議会や
会等によるત౦
ྎ౪၏事等の
理解促進  

・連ጛ協議会や
会等によるત౦
ྎ౪၏事等の
理解促進 
・ત౦ྎの౪၏
事例の೭集֧成果
の共有 

  

③ 

ᄇ༥ඏ॔のցる児童・
生徒ఓ籍学ੇ֦ࡊ
֖֥थ֚֓る体制の
充実 

支援ࡿの配置ᅉ用
ᇸ助による支援 

・支援ࡿの配置ᅉ
用ᇸ助による支援
の充実 
・ᇸ助事業の活用
促進ਸֲ支援ࡿの
効果的な活用事例
の情報೭集ਸֲ周
知 

   
 
 
 
 
 
 
 
・事業の効果検証  

④ 
ಛᇘ൵・ගഽඏ॔特別
支援学ੇ（ି࿊学ੇ）
の充実に୶֞支援 

課題Ⴞ֧࠶ᅢጅな
支援の検討 

課題Ⴞ֧࠶ᅢጅな
支援の検討 

  

 

  

Ⴉ૱ब 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実

95



96 
 

ĩ ဒጵஸ့ƠſƆる特別支援ੱࡱのഊಲ 

 

 

 

 

 

都立高校等において、෮ු૱ब（第ႏৼ）ప定後、学校生活支援Ǣ|ト（個別の教

育支援૱ब）のఢ成ጴ57はඑ൦しています。፭Ꭼ３年ဗからは、ての都立高校等が

ྫྷ級による指導の対ඉとなったことから、より一層、学校生活支援Ǣ|ト及び個別指

導૱बに基ƚく適切な指導・支援を行うことができるようにする必要があります。 

都教育委員会では、都立高校等に在籍する障害のある生徒への個に応ƍた指導・支

援を૱ब的かつ一体的にഊ実させていくために、引き໗き学校生活支援Ǣ|ト及び個

別指導૱बのఢ成と活用を້ුしていきます。 

ቚ年ဗ、都立高校等の教員を対ඉに実౮する高等学校における発達障害のある生徒

の支援にする習会等で、学校生活支援Ǣ|ト及び個別指導૱बの活用ሑሓなƞ、

障害のある生徒への支援の在りሑについて๊ነし、૱ब的な指導・支援を実౮できる

ようにしていきます。 

 

 

都教育委員会では、都立高校等に在籍する障害のある生徒の支援のためのऴൃධ員

等のვམや、ፑ的ǜアを要する生徒への支援のためのে୦౧のვམ等を実౮してい

ます。 

また、学習の支援として、生徒やᇱ୦ೄからのഞに基ƚき、ೆいすをጦ用する生

徒୶けに高さྔธがई能な৹や、学習用ǲǣǪȖ機৯の導入等を実౮するとともに、

必要に応ƍてスȘ|Ȃශ設工ಈやすり取ᆋ工ಈ等を実౮しています。 

引き໗き、生徒やᇱ୦ೄからのഞに基ƚき、障害の特ตに応ƍた必要な合ጫ的ვ

ፄを࿓していきます。 

また、ශ入生が、入学後໒やかに合ጫ的ვፄをけることができるよう、入学໗

後の３ଈ中にᇍき取りを行うことで、障害の特ตに応ƍた適ಐ・適切な支援を࿓し

ていきます。 

さらに、人工ାਹ৯ጫ等の高ဗなፑ的ǜアが必要な生徒についても適切な対応

を෨っていきます。 

 
57 学校生活支援Ǣ|ト（個別の教育支援૱ब）のఢ成ጴは、個別の教育支援૱बのఢ成が必要な児童・生徒がいる学校のう

Ɩ、ఢ成అƴの学校のআ合であり、個別指導૱बのఢ成ጴは、個別指導૱बのఢ成が必要な児童・生徒がいる学校のうƖ、ఢ

成అƴの学校のআ合である。いƏれも、ᇌ部科学൶ྔ௮「特別支援教育体ฑธᅏ状況ྔ௮ଅ果」による。 

Ғ 学生ঊ支援Ǣ|トਸƨ଼別౪၏૱बƠৰƚƄ౪၏Ɲ支援のഊಲ 

具体的な取組 

（Ĩ）ဒጵஸ့ƠſƆる଼ƠࣤƍƔ౪၏・支援のഊಲƝੱৄࡱ੩のธᅏ 

② ဒጵஸ့ƠఓฺƎる障害のある生徒ƭのโƟ支援のಲ౮ 
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都立特別支援学校では、生徒の就᎕後のධ場定ཧを෨るために、生徒一人一人の適

ตに応ƍたධやධ場との適合（ȉǮǬンǛ）に力を入れています。こうした知ଣは、

都立高校等に在籍する障害のある生徒のධ場定ཧに୶けてもዛ用です。そこで、都立

高校等と都立特別支援学校のᎌૢの੫ँを෨るために、ဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|
58（３センǪ|・３支സの૱ĭかസ）において、都立特別支援学校のු᎓指導༶ဴ教

員と都立高校等のු᎓指導༶ဴ教員がౄइする、特別な支援を必要とする生徒のため

のු᎓指導ᎌጛਢ会を開௹してきました。 

ු᎓指導ᎌጛਢ会の中では、དࡰの実ගに応ƍたಈ፯を取りඑƇ、ගሇዛを෨

っています。 

また、ဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|や都立特別支援学校がዛするǹǑǺǑや高い๔

ตを生かした研ೲ等を実౮し、都立高校等に在籍する障害のある生徒のු᎓指導に

する๔ต୶එを෨っています。 

これまでの成果を踏まえつつ、都立高校等と都立特別支援学校とのᎌૢをஏにഊ実

させるため、引き໗きු᎓指導ᎌጛਢ会を定ৼ的に開௹します。都立特別支援学校

の特別支援教育Ǟ|ǲǎǸ|Ǫ|からのಈ፯ൾऴや、各ད区のᎌጛਢ会でのಈ፯検

討の実౮状況をዛし、都立高校等のಈ፯についてのගሇዛ、ଣ୪হの活発ँを

෨ります。 

 

 

�後ૡg第ī章-1-(2)-ғ-ア（P.145）� 

 

 

 

�後ૡg第ī章-1-(2)-Ҕ（P.146）� 

  

 
58 校ྙがȕ|ǫ|ǢǮȂを発৸し、よりಛጳ的な学校૪ࢪを行うとともに、学校におけるዃ等のಈኃのആዃを行い、૪ࢪ৫

बಬの૪ࢪ面の機能੫ँを෨ることにより、都立学校の教育のಱ的ഊ実を෨り、都ኁのৼに応える学校ƚくりを実ଵするた

め、ᇓ成 18年 4 ଈに３センǪ|（ဪ部・中部・ฦ部）及び３支സ（ဪ部支സ・中部支സ・ฦ部支സ）を設མした。「૪ࢪ支援

ȔǏン」によるଈ１ष程ဗの学校ሞኴをྫྷして、学校の課༎を的॰に把握し、学校の実態に応ƍた機၌的できめかい支援や

「ኃ支援ȔǏン」による഼ኃ、૪ጫ、౮設等のಈኃのആዃശጫを行うとともに、ŀŋँ・アǑトǨ|ǢンǛによりಈኃの

ଲँ及び୲ጴँを෨っている。 

Ҕ ු᎓౪၏のഊಲ 

ҕ 特別支援ੱࡱǞ|ǲǎǸ|Ǫ|ଞೲのഊಲ 

Җ ဥƌƼདࡰのੱࡿの๔ต୶එƭの支援 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

㖱 

｠
ဒ
ጵ
ஸ

等
⼲
⼑
⼘
る
個
⼲
ࣤ
⼟
⼦
౪
၏
ヅ
支
援
の
充
実
⼯
教
育
環
境
の
整
備 

① 
学生活支援ー及
び個別౪၏計画にৰ
֤֎౪၏と支援の充実 

都立ஸ校等の教ࡿ
向け会の्௹ 

会を૫໗्௹
し、都立ஸ校等の
教ࡿの理解を促進 

  

② 
ဒጵஸ等にఓ籍֘
るඏ॔のցる生徒へ
の適โな支援の実施 

車ࡠ生徒用৹や
学用デジタル
৯等のธᅏを実施 

き໗き、適切なࢂ
理的配ፄを࿓ 

  

③ 進᎓౪၏の充実 

都立ஸ校等の進᎓
౪၏担ဴ教ࡿ向け
の進᎓౪၏連ጛ協
議会の्௹ 

進᎓౪၏連ጛ協議
会を૫໗्௹し、
都立ஸ校等の進᎓
౪၏担ဴ教ࡿの๔
門ตを向上 

  

④ 
特別支援教育רーט
ー״ーଞೲの充実 

特別支援教育コー
デטーターଞೲ
の実施 

・特別支援教育コ
ーデטーターଞ
ೲの実施 
・௶֧֓の・
動ब配ම 

  

Җ 
ဥ֖׆དࡰの教ࡿの専
門ต୶එへの支援 

・ဥし׆དࡰଞೲ支
援事業による๔門
ตの向上 
・特別支援教育担
ဴ౪၏事等によ
るଞೲの実施 

・ဥし׆དࡰଞೲ支
援事業による๔門
ตの向上 
・特別支援教育担
ဴ౪၏事等によ
るଞೲの実施 

  

 

  

೧૱ब 
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ᇓ成 28年 12ଈの学校教育ሓ౮行

規໋のूฝにより高校におけるྫྷ

級による指導がฑဗँされ、ᇓ成 30

年ဗから౮行されました。こうした

状況をけ、ᇓ成 30 年ဗから３年

、都立高校１校をǼǏȘǮト校に

指定し、ྫྷ級による指導の実と

検ආを行ってきました。これらの

実と検ආଅ果を踏まえ、፭Ꭼ３

年ဗから、都ၤಛのຎƴである、

॒部人ఔを活用した都立高校等におけるྫྷ級による指導を開ౡしています。 

今後、都立高校等におけるྫྷ級による指導やྫྷඛの೨等での発達障害のある生徒

への支援をഊ実させていくためには、都立高校等における発達障害教育を支えるຎ

ƴƚくりが必要です。 

そのため、各都立高校等が、生徒の学習එቦは生活එのႍさをଣઇめる際や、生

徒の障害の特ตに応ƍた指導を行う際に、くの指導૪ଫなƞをዛする都立特別支援

学校が、都立高校

等をད区Ɖとに支

援する「都立学校

発達障害教育෮ු

ǓȕアǸǮトȚ|

ǚ」（ऀࡒ「都立版

ǓȕアǸǮトȚ|

ǚ」という。）をශ

たにธᅏします。 

都立版ǓȕアǸ

ǮトȚ|ǚでは、

ད区Ɖとに都立高

校等を支援する特

（ĩ）ဒጵஸ့ƠſƆる発༥障害ੱࡱの෮ු 

Ғ ྫྷ級Ơƽる౪၏のഊಲ 

ભ的Ɵຎ 

【㒔❧㧗ᰯにࡅ࠾る発達障害ྍࡢ⬟ᛶ࠶ࡢる⏕ᚐࡢᅾ⡠≧ἣ】 

学校経営支援
センター

学校経営支援
センター

学校経営支援
センター

高校 高校 高校

地区拠点校
=特別支援学校

エリアネットワーク拠点校
＝中野特別支援学校（CSV配置校）

都立学校発達障害教育推進エリアネットワーク
（通称：都立版エリアネットワーク）のイメージ

高校 高校 高校 高校 高校 高校

地区拠点校
=特別支援学校

地区拠点校
=特別支援学校

○「地区拠点校」が「エリアネットワーク拠点校」と連携し、都立高校等に助言・支援
○学校経営支援センターが持つ様々なノウハウを生かし、都立学校を支援
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別支援学校を「ད区校」とし、ད区校とᎌૢし

ながら都立高校等をຳ合的に支援する特別支援学校を

「ǓȕアǸǮトȚ|ǚ校」とします。ǓȕアǸǮト

Ț|ǚ校には、高い知ಡと指導スǘȖや૪ଫなƞを

ዛする教員を「センǪ|的機能ス|Ǽ|ǻǏǡ|」とし

てශたにვམし、ད区校による都立高校等への支援

なƞをຳ合的にǠȈ|トします。ဪੜ都学校૪ࢪ支援セ

ンǪ|は、ዻ々な支援のǹǑǺǑを活かして各都立学校

を支援します。 

具体的には、都立高校等における、特別支援教育Ǟ|

ǲǎǸ|Ǫ|のಈ፯等のዛ、教ධ員の発達障害に

するጫशの້ු、ྫྷ 級を実౮する際の指導૱बఢりやᅴ

अのሑሓ、発達障害のある生徒への႘々の対応なƞについて、ད区校が、Ǔȕア

ǸǮトȚ|ǚ校やဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|とᎌૢし、ဃᎭやメ|Ȗ、ྞไሞ

ኴなƞにより都立高校等にൃସや支援を行います。 

これらの取ຎにより、各都立高校等と॒部人ఔがᎌૢして指導する都立高校等にお

けるྫྷ級による指導や在籍学級での支援なƞもഊ実させ、発達障害のある生徒のႍ

さのଲを෨り、໘後のු学や就ධにつなƇていきます。 

 

 

 

都教育委員会では、ዻ々な人とǄるሑሓを学Ʈるᆱ

教ఔ「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン59」をఢ成し、各都立高校

等にვᆑしています。 

各都立高校等が「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン」を೨等

で活用することで、対人やǞȊȐǶǜ|ǢȒン、障

害にするጫशやೂ会ตの୶එを෨ってきました。 

「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン」は、፭Ꭼ３年ဗから開ౡ

した都立高校等におけるྫྷ級による指導において活用す

ることもዛ୲です。 

ྫྷ級による指導をഊ実させていくには、生徒一人一人

の状態に応ƍた指導を行う必要があることから、今後は、

 
59 生徒がዻ々な人とǄることのできるǞȊȐǶǜ|ǢȒン能力や、ಛᇀのশගの၌きをǞントȘ|Ȗする力をිにᆋけ、ೂ

会人としてのȖ|Ȗやȉǵ|をって行၌できるようになることを目的にఢ成した教ఔ 

② ྫྷ級Ơƽる౪၏の౪၏ၾዴのഊಲ 

【ྫྷੇƠƽǀ౪၏ƣዻ】 
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「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン」を活用した指導なƞの指導ಈ፯についてዛし、指導内

容やሑሓ等を೮知するためのᎌጛ会の実౮等の取ຎをྫྷして、各都立高校等における

ྫྷ級による指導の円滑な実౮につなƇていきます。 

また、「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン」をဃँし、ྫྷ級による指導ƕけでなく発達障害

のある生徒の指導の場面で、いつでも活用できるようにしていきます。都立高校等に

おいて「ȉǏ・ȔǏȀ・ǲǡǏン」を೨やු᎓指導の場面で活用し、ྫྷ級による指

導が必要な生徒に対しての具体的な取ຎをුめるとともに、校内研ೲに活用するなƞ

して、教員の資ಱ・能力の୶එにつなƇていきます。 

 

 

 

 都教育委員会では、各都立高校等に在籍する発達障

害のある生徒で、学校をጱれて特別な指導・支援を

けたいとணえる生徒のため、ဘዹ႘等の教育課程॒

に、ኁの力を活用して、ǞȊȐǶǜ|ǢȒンなƞの

高校生活にዂ立つ特別な指導・支援を行う「ǞȊȐǶ

ǜ|ǢȒンアǢスト௶」をᇓ成 28 年ဗから実౮し

ています。 

௶をしている生徒が在籍している学校の教員に、௶をଣ学してもらうこと

や、௶の指導Ꭹを、在籍している学校にሇெし、指導ፇಐには在籍している学

校をሞኴしてൃସを行うことなƞにより、各都立高校等とᎌૢして、生徒のႍさの

ଲを෨る取ຎを෮ුしています。 

また、፭Ꭼ３年ဗからは、生徒のǶ|ǥに応えられるよう௶定員を४大したưか、

ǞȘǵखでも支援を継໗できるよう、ǕンȔǏンを活用した指導を実౮しています。 

今後は、指導が必要な生徒のうƖ、学校をጱれて支援をけたいと৵ሰする生徒が、

よりく௶にౄइしてႍさをଲし、௶で学ǈƕことを学校生活なƞの実生活

で生かせるよう、ஏなるഊ実を෨る必要があります。 

そのため、ǞȊȐǶǜ|ǢȒンアǢスト௶を୲果的に೮知していくưか、これま

での௶の実やした生徒のଣなƞをౄணに、௶の内容のഊ実をුめていき

ます。 

また、都立高校等の校内での支援のഊ実を෨れるよう、௶における指導・支援の

実や୲果なƞにǄる学校へのሇெとൃସを引き໗き実౮します。 

 

 

Ҕ 学॒Ɯಲ౮ƎるǞȊȐǶǜ|ǢȒンアǢスト௶のಲ౮ 

【௶ƣዻ】 
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都教育委員会では、発達障害のई能ตのある生徒にして๔的なᄕཉや支援に

する相談ができるよう、都立高校等へጫの๔ऌをჃଧしています。፭Ꭼ３年ဗか

ら都立高校等におけるྫྷ級による指導を開ౡしたことにᄔい、ጫの๔ऌのჃଧに

よる支援の重要ตや必要ตがໃइしていくことがணえられます。 

また、ጫの๔ऌと都立高校等や都立特別支援学校なƞがᎌૢし、指導のഊ実を

෨っていく必要があります。 

こうしたことから、都立高校等の要ษに応ƍたጫの๔ऌの都立高校等へのჃଧ

を継໗しつつ、ጫの๔ऌとဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|、都立特別支援学校及び

都立高校等がᎌૢし、発達障害のある生徒へのຳ合的な支援につなƇていきます。 

 

 

 

ҕ ጫの๔ऌƠƽるະཎ支援ฑのธᅏ 

【௶ƣリーフレット】 
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これまで、発達障害のある生徒への支援にする習会を実౮し、都立高校等の教

ධ員へのጫश発を෨ってきました。 

また、ဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|においてු᎓指導ᎌጛਢ会を開௹し、発達障

害のある生徒の就᎕支援なƞのഊ実に୶けて、都立特別支援学校と都立高校等のᎌૢ

を෨っています。今後は、ྫྷ級による指導の開ౡにᄔい、ஏに内容等をഊ実していく

必要があります。 

そのため、今後も習会やਢ会の開௹を継໗し、都立特別支援学校と都立高校等

のᎌૢにより、発達障害のある生徒がより適切なධ場に就ධできるようにするための

ු᎓指導の在りሑやු᎓開༗の在りሑ等について、都立特別支援学校と都立高校等に

おけるǹǑǺǑのዛを෨っていきます。 

また、ጫの๔ऌによる適切な指導・ൃସなƞをもとに、都立高校等が必要に応

ƍて「ಛ立支援Ǭ|ȋ」（ȑ|スǨ|ǢȎȖȚ|ǖ|）のჃଧをษし、生徒の障害の

状態に応ƍたු学・就᎕支援に取りຎǈでいきます。 

 

 

 

都立高校等において、ྫྷ級による指導や教育課程॒での特別な指導・支援を実౮し

ていくにဴたっては、都立高校等の教員が、特別支援教育ᄤや発達障害の特ตに

してഋᇀにጫशする必要があります。そのため、発達障害のある生徒に対する在籍学

級での支援やྫྷ級による指導のಈ፯を取りඑƇた習会を継໗して実౮し、都立高校

等の教員の๔ต୶එを෨っていきます。 

 

 

 

これまで、ဪੜ都学校૪ࢪ支援センǪ|において、各都立高校等の発達障害のጫश

にする実ಈ፯のሇெや都立特別支援学校とのගሇ୪হ等を行う「都立高等学校等

発達障害支援研究ਢ会」を開௹し、発達障害のある生徒への指導と支援についての

ගሇ୪হ・ගሇዛをුめてきました。 

都立高校等で指されている特別支援教育Ǟ|ǲǎǸ|Ǫ|の資ಱ・๔ตの୶එ

を෨るためには、都立高校等と都立特別支援学校とのᎌૢをஏにഊ実させる必要があ

ります。 

そのため、「都立高等学校等発達障害支援研究ਢ会」を継໗して実౮するととも

Җ 障害のඡƠࣤƍƔු学・᎕支援のഊಲ 

җ 発༥障害ੱࡱƠƎるੱࡿのጫश෮ු 

Ҙ ဒጵஸ့学့発༥障害支援ଞਢवのಲ౮ 
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に、このਢ会の場において、都立特別支援学校が都立高校等に対して行ったႍな

相談ಈ፯への対応状況なƞもዛすることなƞにより、都立高校等におけるྫྷ級によ

る指導を支援します。 
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に、このਢ会の場において、都立特別支援学校が都立高校等に対して行ったႍな

相談ಈ፯への対応状況なƞもዛすることなƞにより、都立高校等におけるྫྷ級によ

る指導を支援します。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

２ 

｠
ဒ
ጵ
ஸ

等
⼲
⼑
⼘
る
ᄇ
༥
ඏ
॔
教
育
の
推
進 

① 通ੇによる౪၏の充実 

都立ஸ校等におい
֥通ੇによる౪၏
を्ౡ 

都立ᄟ؟םアッ
ークによる支ؤ
援やଞೲ等による
教ࡿの๔門ต向
上をຳ的に進
め、౪၏の支援を
充実 

  

② 
通ੇによる౪၏の౪၏ၾ
ዴの充実 

ᄇ༥障害のցる生
徒への౪၏ၾዴの
充実 

・通ੇによる౪၏
の連ጛ会における
౪၏事例等の周
知 
・ᆱ教ఔをဃ化
し֥配ᆑ 

  

③ 
学॒֦実施֘るؚؔר
ケーبアス௶
の実施 

教育課࿘॒での特
別な౪၏・支援の
検討、実施  

വ、௶を充実
し֥実施 

  

④ 
理の専門ऌによるະཎ
支援体制の整備 

理の๔門ऌによ
るະཎ支援体制の
ธᅏ 

・都立ஸ校等への
理の๔門ऌのჃ
ଧ 
・理の๔門ऌ֧
都立特別支援学
校、都立ஸ校等
連携した支援の充
実 

  

Җ 
ඏ॔のඡにࣤ֗֞進
学・᎕支援の充実 

・進᎓౪၏連ጛ協
議会におけるכ
 の共有כ
・「都立学校ը自立
支援チームթჃଧ
事業」の活用 

・進᎓౪၏連ጛ協
議会におけるכ
 の共有כ
・「都立学校ը自立
支援チームթჃଧ
事業」の活用 

  

җ 
ᄇ༥ඏ॔教育に֘る教
 の理श推進ࡿ

都立ஸ校等の教
向け会の実ࡿ
施  

会におい֥都
立ஸ校等の教ࡿの
理解を促進 

  

Ҙ 
ဒጵஸ等学等ᄇ༥ඏ॔
支援ଞਢवの実施 

協議会の्௹によ
る都立ஸ校等の特
別支援教育コーデ
ーターへの支ט
援 

協議会の्௹によ
る都立ஸ校等の特
別支援教育コーデ
ーターへの支ט
援 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ⴉ૱ब 

第
２
部 

第
２
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅱ
） 　

 

小
学
校
、中
学
校
及
び
都
立
高
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実
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第３章（施策の方向性Ⅲ）
変化・進展する社会に対応した
特別⽀援教育の推進
１　デジタルを活用した教育活動の展開
２　変化する社会において自立して生きるための力の育成
３　豊かな心と健やかな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進
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